
損 失 処 理 （案） 

令和〇年４月 １日から                                     

令和〇年 3 月３１日まで 

 

１ 当期未処理損失金 

  （１）当期純純損失金      △１，５００，０００円                        

（２）前期繰越剰余金        ２００，０００円    △１，３００，０００円 

 

２ 損失てん補取崩額 

  （１）組合積立金取崩額 

     特別積立金取崩額      １，３００,０００円     １，３００，０００円 

 

３ 次期繰越損失金                                    ０円 


